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担当：経営局金融調整課

農業近代化資金に関する法律・通知等

農業近代化資金融通法（昭和36年法律第202号）(PDF : 98KB)

農業近代化資金融通法施行令（昭和36年政令第346号）(PDF : 116KB)

農業近代化資金融通法第2条第3項第4号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件（告示）(PDF : 
29KB)

農業近代化資金融通法第3条第4項の規定に基づき、同項の農林水産大臣が定める利率を定める件（告示）(PDF : 
29KB)

農業近代化資金融通法施行令第1条第9号に基づき、同号の農林水産大臣の定める事項及び農林水産大臣の定める基準を定め
る件（告示）(PDF : 46KB)

農業近代化資金融通法施行令第2条の表第4号から第7号までの規定に基づき、同表第4号の農林水産大臣の定める規模等を
定める件（告示）(PDF : 75KB)

農業近代化資金融通法施行令第3条第1号の規定に基づき同号の農林水産大臣の定める団体を定める件（告示）(PDF : 
35KB)

農業近代化資金融通措置要綱（14経営第1747号農林水産事務次官依命通知）(PDF : 290KB)

農業近代化資金の円滑な融通のためのガイドラインの制定について（16経営第8870号農林水産省経営局長通知）(PDF : 
428KB)

農業経営改善関係資金基本要綱第2の1において農林水産省経営局長が別に定めるものとされた資金について（18経営第
7831号農林水産経営局長通知）(PDF : 58KB)

農山漁村振興緊急対策利子助成金等交付事業実施要綱第2の別表2の2の（5）の注において農林水産省経営局長が別に定め
るものとされた認定農業者向け農業近代化資金の範囲について（財団法人農林水産長期金融協会からの利子助成の対象とす
る農業近代化資金の範囲について）（18経営第7832号農林水産省経営局長通知）(PDF : 128KB)
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近代化資金融通法などの国の関連法令等については、農林水産省のホームページに最新版があります。（近代化関係）https://www.maff.go.jp/j/keiei/kinyu/kindaika/index.html上記アドレスから、または「農林水産省　資金　法律」で検索。




